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報第８号 

 

損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、下記のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

平成２４年９月１１日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明   

  

記 
 
 
 

No. 項  目 内    容 

１ 

発生時期・場所 
平成２４年２月２８日 午後５時頃 

高山市上宝町本郷２４７５番地３先（市道山王線） 

事故の概要 道路側溝のグレーチングによる走行中の車両破損事故 

相 手 方 
              

       

事故の種類 人 身 物 損（リヤヒーターホース等） 

被害総額・市の過失割合 ― ４６，４７３円・１００分の１００ 

賠 償 金 ― ４６，４７３円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ４６，４７３円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２４年６月２２日 地方自治法第１８０条第１項 

２ 

発生時期・場所 
平成２４年３月１７日 午後７時３０分頃 

高山市下林町１１５１番地１先（市道中山線） 

事故の概要 市道上にできた凹地による走行中の車両破損事故 

相 手 方 
                 

      

事故の種類 人 身 物 損（右前後タイヤ及びホイール） 

被害総額・市の過失割合 ― ５８，６１１円・１００分の５０    

賠 償 金 ― ２９，３０６円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ２９，３０６円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２４年７月１１日 地方自治法第１８０条第１項 

 
 



２ 

 

No. 項  目 内    容 

３ 

発生時期・場所 
平成２４年４月１９日 午前１０時４０分頃 

高山市奥飛驒温泉郷福地７９１番地先（市道福地線） 

事故の概要 直進中の公用車と右折車両との接触事故 

相 手 方 
                 

                     

事故の種類 人 身 物 損（右フロントバンパー等） 

被害総額・市の過失割合 ― ９６，４５３円・１００分の１０ 

賠 償 金 ― ９，６４５円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ９，６４５円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２４年７月１１日 地方自治法第１８０条第１項 

４ 

発生時期・場所 
平成２４年４月２９日 午前９時４０分頃 

高山市三福寺町３５０４番地５先（市道三福寺曙１号線） 

事故の概要 
道路側溝の金属製天端カバーが破損していたことによる走行

中の車両破損事故 

相 手 方 
                 

       

事故の種類 人 身 物 損（左前タイヤ） 

被害総額・市の過失割合 ― ９，４５０円・１００分の１００ 

賠 償 金 ― ９，４５０円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ９，４５０円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２４年６月２９日 地方自治法第１８０条第１項 

５ 

発生時期・場所 
平成２４年５月１７日 午前１１時５０分頃 

高山市桐生町３丁目２０８番地（高山消防署北側通路） 

事故の概要 
建物壁面に立てかけてあった作業用一輪車が強風で倒れたこ

とによる駐車中の車両破損事故 

相 手 方 
                

       

事故の種類 人 身 物 損（右フロントドア等） 

被害総額・市の過失割合 ― ７４，５８２円・１００分の１００ 

賠 償 金 ― ７４，５８２円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ７４，５８２円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２４年８月７日 地方自治法第１８０条第１項 

 


